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◆開会 

 

【高畑河川調査官】それでは、定刻となりましたので、ただいまから第１回多摩川河川整

備計画有識者会議を始めさせていただきたいと思います。本日は大変お忙しい中、ご出席

をいただきましてありがとうございます。本日進行を務めさせていただきます関東地方整

備局河川部河川調査官の髙畑です。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて進行をさ

せていただきます。 

 記者発表の際に、会議の公開についてお知らせをしておりましたが、カメラ撮りにつき

ましては、冒頭の挨拶までとさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。また、取材及び一般傍聴の皆様には、お配りしております「取材または傍聴にあたっ

ての注意事項」に沿って適切に取材及び傍聴をされ、議事進行にご協力をいただきますよ

うお願いいたします。あわせまして、整備局職員等による記録撮影を行っておりますので、

その点はご了承いただければと思います。 

 資料の確認につきましては、今、お手元のほうにございますけれども、先ほど別室にお

いて規約の確認をした際に行ったということですので、こちらにつきましては省略をさせ

ていただきます。 

 お手元の議事に従いまして、河川部長の佐藤より挨拶を申し上げます。 

 

◆河川部長挨拶 

 

【佐藤河川部長】本日、朝早くからお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

きょうは多摩川河川整備計画の変更に係る第１回目の初回の会議という形で、まずはスタ

ートアップということになると思います。 

 ご存じのとおり、昨年の水害を踏まえて、こういう動きになっているわけですけれども、

少し今までの動きをかいつまんでご説明いたしますと、まず 10 月に水害がございました。

その後、実はツートラックになっておりますけれども、やはり個別の事業を進めるという

中で言いますと、今我々は法律に基づく大規模減災協議会を持っておりますけれども、こ

の大規模減災協議会のほうを各流域で動かしてございます。 

 多摩川におきましてもあるわけですけれども、メンバーが非常に多ございますから、メ

ンバーを絞った部会という形で、多摩川の下流域だけの部会で、この議論をする会議を開
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催させていただいてございます。 

 第２回目をおととい開催いたしまして、緊急的にやらなければいけないプロジェクトみ

たいなものにつきましては、先行して、この減災協議会の部会の場のほうで議論をさせて

いただいております。 

 国会が始まりましたので、補正予算の審議がしばらくすると始まると思いますけれども、

この補正予算の中で緊急的にやるプロジェクトについては、予算措置をして、やるべきこ

とは早くやっていくという形で言うと、この事業の流れが１つあるわけでございます。こ

の計画の流れの方は、この整備計画の方にありまして、この補正の中で行う事業につきま

しても、幾つかについては現計画の中に位置付けがないようなものもやらなければいけな

いという形です。これにつきましては、この整備計画の中でご議論いただきまして、計画

論としてもしっかりと位置づけていくというところで言うと、ツートラックを同時に走ら

せているというのが現在の流れだというふうにご理解いただければと思います。 

 補正の中身につきましては、まだ国会の審議もありますし、まだ実施計画に向けて今い

ろいろな調整をしていますので、詳しくは、補正の中身については現時点ではご紹介する

ことはできませんけれども、この事業の方につきましては、昨年末に緊急治水対策プロジ

ェクトの中間とりまとめという形で、後で説明があると思いますけれども、まとめさせて

いただいております。おおよその方針だけは既に示させていただいていますので、そうい

うものもご参考いただければと思ってございます。これが大きな流れでございます。 

 関東地整内で言いますと、昨年度、全国の直轄河川で 12 カ所決壊ということであります

けれども、そのうち９カ所が関東でございます。多摩川につきましては、決壊という直接

的なことはなかったですけれども、やはり非常に大きな水が出たということもありまして、

きょう後で説明いたしますけれども、他の河川は決壊したということもあり、多摩川の決

壊はございませんけれども、やはり整備計画の変更を行うということを考えてございます。

ですので、久慈川、那珂川、荒川の入間川流域及び多摩川について、関東地整としては整

備計画の変更ということを考えてございます。 

 他の３河川と、この多摩川を比べますと、他の３河川が沖積平野を形成する河川に対し

まして、多摩川はどちらかというと扇状地をつくる河川というところで、だいぶ、川の特

性が違うというところがございます。我々はやっぱり、この３河川と多摩川とは少し形態

が違うと考えておりますし、多摩川については、やはり稠密する市街地がもう既に発達し

ている河川ということと、他の河川はどちらかというとまだ未利用な土地が割とたくさん
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あるということで、そこは非常に大きな違いがあると思ってございます。 

 逆に言うと、治水として取るべき対策も他の川に対しまして、多摩川というのはやっぱ

りある程度制約が非常に大きく関わっていまして、なかなか多摩川の治水をどうするかと

いうのは、他の３河川も難しいところはあるのですけれども、輪をかけて難しいというの

が正直な実感でございます。 

 ですので、今日いろいろとご審議いただくのですけれども、やはりそういう河川に対し

まして、稠密な土地の中を流れ、かつ扇状地を形作る河川ですので、やっぱり治水対策と

してもなかなか難しいところがあるのですけれども、こういう河川をどういうふうに治め

ていけばいいのかということにつきまして、忌憚なきご意見をいただきたいと思います。

我々のほうとしてもいろいろと知恵を絞りたいと思いますけれども、知恵を絞っていく必

要があると考えている河川でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

◆委員等紹介 

 

【高畑河川調査官】ありがとうございました。次第に沿って進めたいと思います。次に３

番目の委員等紹介でございます。こちらのほうは委員名簿をお配りしてございますが、私

のほうからお名前を紹介させていただきたいと思います。名簿の順番で紹介させていただ

きます。まず、池内委員でございます。 

  

【池内委員】東京大学の池内でございます。よろしくお願いいたします。 

  

【高畑河川調査官】石黒委員は本日、ご都合によりご欠席となってございます。続いて、

小野委員でございます。 

 

【小野委員】はい、おはようございます。よろしくお願いします。 

【高畑河川調査官】加藤委員は本日、ご都合によりご欠席となってございます。続いて、

知花委員でございます。 

 

【知花委員】東京大学の知花です。どうぞよろしくお願いします。 

【高畑河川調査官】手塚委員でございます。 
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【手塚委員】日本大学経済学部の手塚と申します。よろしくお願いいたします。 

 

【高畑河川調査官】長谷川委員でございます。 

 

【長谷川委員】東京都の長谷川です。よろしくお願いいたします。 

 

【高畑河川調査員】葉山委員は本日、ご都合によりご欠席となってございます。続いて、

福岡委員でございます。 

 

【福岡委員】はい、中央大学の研究開発機構という組織におります福岡です。よろしくお

願いします。 

 

【高畑河川調査官】古米委員は本日、ご都合によりご欠席となってございます。続いて、

星野委員でございます。 

 

【星野委員】東京農工大学の星野です。よろしくお願いいたします。 

 

【高畑河川調査官】なお、別途、先の会議におきまして、福岡委員が座長に選出をされて

おりますので、福岡委員は座長席のほうにご移動お願いいたします。 

 それでは、議事次第の４、座長挨拶ということで、福岡座長、ご挨拶をお願いできれば

と思います。 

 

◆座長挨拶 

 

【福岡座長】皆さん、おはようございます。ただいま河川部長から非常に丁寧に多摩川の

状況説明と、なぜこの整備計画を改定するかという趣旨のご説明がありました。非常にわ

かりやすかったと思います。一点聞きながら、部長が盛んに変更と言っているのですけど、

我々の中には変更という言葉は入って来ないのですが、変更でいいのでしょうか。 
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【佐藤河川部長】一応、法律上、多摩川の河川整備計画というのはもう策定されています

ので、それを変更するという法律上の手続きは、変更になります。 

 

【福岡座長】そうすると、この委員会は整備計画の有識者会議でいいわけですね。 

 

【佐藤河川部長】はい。法律の河川法の 16 条に多分規定があったと思うのですけど、変更

する場合にも有識者の意見を聞くという、策定と同じ手続きが課せられていますので、そ

ういう手続きだと思っていただければと思います。 

 

【福岡座長】わかりました。整備計画の有識者会議ということで、整備計画を変更すると

いうことで進めさせていただきます。平成 13 年３月、河川整備計画で、12 年 12 月、河川

整備基本方針ということで、もう 10 数年前につくられたものです。多摩川の流域の社会経

済情勢も相当大きく変わっていると思います。水災害の少なかった穏やかな平成から令和

になり、昨年 10 月多摩川で大変な災害が起こりました。近年全国至るところで水災害が起

こっているということで、治水政策が大きく変わろうとしているというのが、私が非常に

強く感じているところです。 

 とりわけ多摩川というのは、世の中の人が非常に注目している代表的な川だと思います。

荒川とともに多摩川というのは、普段の利用とか、流域の持っている意味が高い。もちろ

ん利根川や淀川は大河川ですけど、何か、より親しみを持たれているのは、この首都圏で

は多摩川とか荒川かなと思ったりしています。 

 そういう川の変化をよく見て、この整備計画を改定することになるのでしょうと。変更

するということは、時機を得たことではないかと思っております。そのうちに、現場も見

る機会があるのではないかと思うのですが、個人的には足を運んでいます。いやそれはも

う自分では信じられない多摩川の変状です。場所によっては川が一変しました。 

 事務所とこうやってやろうなと言って、やってきた工事箇所が、ものの見事に壊されて

しまっているということです。実際、私たちが今まで考えていたスケールの外力だけでは

だめで、川の変化とともにそういったことも含めて、十分検討しなければならないなと思

っています。 

 ここに自然あるいは科学的なことだけではなくて、社会経済いろいろなことを専門とさ

れている委員の方がいらっしゃいますので、ぜひそういう方々のご意見を聞きながら、こ
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の大きな変換の時期にある中での治水問題について十分議論して、まとめたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【高畑河川調査官】ありがとうございました。それでは、申しわけございませんが、カメ

ラ撮りはここまでということにさせていただきたいと思います。ご協力のほう、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、次第に基づきまして、議事の５に入りますが、委員の皆様におかれましては、

ご発言に当たりましては、お手元のマイクをお使いになる際に、所属とお名前を今一度言

った上でお願いできればと思います。それでは、これからの進行は座長のほうにお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

【福岡座長】それでは、議事次第５で、「多摩川水系河川整備計画の点検について」に入り

ます。事務局から資料の説明をお願いします。 

 

【渡邊河川計画課長】関東地方整備局河川計画課長の渡邉と申します。よろしくお願いい

たします。着座にて資料の説明をさせていただきます。お配りしている、資料３と参考資

料を使わせていただきます。今回の説明の内容の趣旨としましては、河川整備計画の点検

ということですので、近年の多摩川の概要と整備計画の内容、事業の進捗状況、あとは河

川整備計画に関する新たな視点としまして、今回洪水の水位等についてご説明をさせてい

ただいた上で、点検結果（案）についてお示ししますので、その内容についてご議論いた

だければと思っております。 

 議論の時間をできるだけ持ちたいので、ポイントを絞って手短にと思っております。表

紙を開いていただきまして、２ページ目です。流域の概要ですけれども、この辺はもう皆

さんよくご存じかと思いますが、多摩川は笠取山に源を発して、東京の西部から南部を流

下して東京湾に注ぐ一級河川で、首都圏を流れるような河川であります。一級河川の中で

は勾配が比較的急な河川で、中流部は河床勾配 200 分の１から 800 分の１で、洪水による

みお筋変化、河岸洗堀が著しいという河道特性を有している河川になります。 

 ３ページ目です。過去の主な水害ですけれども、大きなものとしましては、昭和 49 年９

月の台風 16 号ですとか、昭和 57 年９月の台風 18 号、そのほか平成３年、平成 13 年、平

成 19 年と大きな水害が何度か起きている河川でございます。 
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 ４ページ目です。今回、点検の契機としております令和元年 10 月台風 19 号の概要です

けれども、こちらも皆様よくご存じのとおりかと思いますが、10 月 11 日から台風 19 号の

接近に伴いまして、レーダ雨量図でも示しておりますが、多摩川の流域全体に、広範囲に

強い雨域がかかっておりまして、山梨県、東京都、神奈川県を中心に大雨だったという状

況です。 

 ５ページ目です。多摩川流域の雨量観測所についても、観測を開始してから、過去最高

の雨量を観測している箇所もございます。上流のほうの秋川の檜原の観測所では、48 時間

の雨量ですけれども、既往最高雨量が 535mm、それに対して今回洪水雨量は 654mm を記録

しておりますし、御岳のほうでも過去最高雨量を超えて、今回２日量で 630mm というよう

な過去最高雨量を観測をしているところです。 

 続きまして、水位の状況です。多摩川の基準地点になっております石原の地点、石原の

水位観測所、東京都調布市にありますけれども、こちらにおいても、計画高水位を超過し

ておりまして、10 月 12 日の 22 時 50 分には既往最高のピーク 6.33m という水位を記録し

ているところです。 

 ７ページ目です。ここから少し下流にある田園調布（上）水位観測所、東京都大田区の

ところにおいても、計画高水位を超過しておりまして、こちらも 10 月 12 日の夜遅くです

けれども、既往最高のピーク水位 10.81m というものを記録しておりまして、複数地点で計

画高水位を超えるような水位であったということが確認をされております。 

 ８ページ目が被災状況ですけれども、浸水被害の状況としましては、河川水位が上昇し

て、東京都世田谷区玉川で二子玉川の駅の近くのところですけれども、そこで溢水による

浸水被害が発生をしております。この溢水による浸水としては、浸水面積が 0.7ha で、家

屋約 40 戸が浸水となったほか、各地で内水による浸水被害が発生をしたという状況です。

こちらでお示しをしている浸水範囲、青で塗っているところは、あくまで関係市区さんか

らの情報に基づいて、多摩川に隣接する箇所を拾って表示をしているものでありますけれ

ども、本当に多くの沿川で内水被害が生じたということです。 

 ９ページ目でございます。今の整備計画の概要についてです。まず計画の変遷について

ですけれども、大正７年に内務省の直轄事業として多摩川改修工事に着手をしておりまし

て、昭和 41 年に工事実施基本計画を策定して、洪水を受けて、改定などをしてきておりま

す。座長からのご紹介もありましたとおり、河川整備基本方針は平成 12 年 12 月に、河川

整備計画は 13 年３月に策定をされているところです。平成 29 年３月に高潮堤防整備区間
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を一部追加するという変更は行っておりますけれども、大きな変更というのは平成 13 年以

来、今のところ行っていないという状況でございます。 

 計画の基本の方針、左下ですけれども、基本方針は規模としましては、200 分の１の規

模となっておりまして、基本高水のピーク流量が基準地点を石原に置いて 8,700m3/s、河

道で処理をする計画高水流量については 6,500m3/s というのが基本方針です。それに対し

まして、右側ですが、平成 13 年３月の河川整備計画は、戦後最大規模の洪水を目標にする

ということで、多摩川の本川、石原地点においては昭和 49 年９月の台風 16 号、浅川にお

いては昭和 57 年９月台風 18 号というものを目標の規模にしておりまして、石原地点は目

標流量 4,500m3/s というのが今の整備計画の内容となっております。 

 10 ページは治水事業の経緯ですけれども、大正７年から昭和８年にかけて、過去、特に

被害が大きかった二子橋の下流は図で言うと、黒の実線で引かれているエリアですけれど

も、このあたりから改修事業が実施をされておりまして、その後、上流の改修事業にも着

手をしていきまして、昭和 44 年に多摩川・浅川において、現在の直轄管理区間が改修事業

の対象区間となったという経緯がございます。 

 11 ページ目です。整備計画の対象期間については、この図と表でお示ししているとおり

であります。整備計画の計画対象期間はおおむね 20 年から 30 年間となっております。 

 12 ページ目です。目標ですけれども、多摩川では昭和 49 年９月台風 16 号、浅川では昭

和 57 年９月の台風 18 号で、石原地点 4,500m3/s、高幡橋地点で 1,100m3/s というのが整

備計画の目標流量となっておりまして、そのための河川の対策ですとか、流域の保水・遊

水機能を適切に確保するための総合的な治水対策について、高規格堤防の整備ですとか、

内水対策や高潮対策などについても目標として定めているところです。 

 13 ページ目になります。今の整備計画に位置づけられているメニューについてです。茶

色の実線が堤防整備の箇所になります。赤の実線、ちょっと川の中を少し赤で何か所か引

いている箇所があるのですけれども、25k 付近ですとか、40k 付近とか、35k 付近とかにあ

るのが、河道掘削が位置づけられている箇所になります。ピンクの点々が堤防等の安全対

策ということで、護岸ですとか水衝部対策、あとは紫の丸が超過洪水対策、高規格堤防と

なっている地区です。あとは広域防災対策が黄色の四角になっておりまして、水色の丸で

塗っているところが堰の対策が必要だということで位置づけられている場所です。 

 14 ページは現在の整備計画の内容に対しての進捗状況となっております。13 ページに示

した内容に対して黒になっているところが既に完成している箇所ということで、現時点で



10 

言いますとまだ堤防整備も残っている場所がありますし、堰については下流から順次実施

しております。四谷は先にやっていますが、二ヶ領などが今終わっているような状況でご

ざいます。進捗は以上です。 

 15 ページは、今回洪水の流量がどうだったか、雨量・流量についての説明となります。

今回洪水において、まず流量ですけれども、基準地点の石原地点において、現行整備計画

目標流量が約 4,500m3/s であることに対して、今回洪水が既存の施設による影響がなかっ

た場合の計算の流量ではございますが、これが 6,100m3/s ということで、計画の流量を多

く上回る結果となっております。流域平均の２日雨量についても、現行整備計画 316mm に

対して 490mm と上回る結果となったというところを比較に載せております。 

 16 ページですけれども、今回、今の事業の進捗状況に対して、計画高水位を超えた水位

の地点というのを確認するのに作成をした資料です。進捗の状況に対して、この今水位観

測所を旗揚げしているうち、赤で少し大きく書いている、浅川橋と石原と田園調布（上）

の水位観測所、この３つの観測所では少なくとも計画高水位を超えるような水位が確認を

されておりますので、これらの地点や区間については水位を下げるような対策というのも

必要になってくるかなということで、このような整理をさせていただいております。以後

の参考にしていただければと思います。 

 17 ページ目は点検結果の案でございます。今回、河川整備計画に関する新たな視点とし

ましては、今回洪水が石原地点で流量・雨量ともに現行計画を上回るような量であったと

いうこと、水位も多摩川の各所に置いて計画高水位を超える水位であったこと。また、多

摩川の増水に伴い、各所において内水等による浸水被害が発生しているという状況。あと

はちょっとご説明させていただきますが、多摩川の緊急治水対策プロジェクトの中間とり

まとめ、先ほど、部長の挨拶にもありましたが、減災対策協議会から派生した部会の中間

とりまとめというものが発表されておりますので、これらの内容について見ていきながら、

河川整備計画の変更に関して、あるいは点検の議論というものをしていく必要があるかな

と思っております。 

 中間とりまとめについて、ちょっとご紹介させていただきたいので、こちらの参考資料

を見ていただければと思います。おめくりいただきまして、「近年の大規模水害を踏まえた

治水対策に関する動向」ということで、こちらも皆さんよくご存じの部分もあるかと思い

ますが、平成 27 年９月の関東・東北豪雨を契機に「水防災意識社会 再構築ビジョン」と

いうものが出されまして、各地域で河川管理者、都道府県市町で一緒に協議会をつくって、



11 

ハード・ソフト対策を進めましょうということが打ち出されまして、２ページ目のところ

で、多摩川においても減災対策協議会が設立され、これまで取り組みが進められていって

いたところです。 

 ３ページ目です。平成 30 年 12 月には、この「水防災意識社会」の再構築を加速してい

こうということが、この「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について」とい

う答申で出されておりますし、また直近の動きですと、令和元年、昨年 10 月に、右側に記

載していますが、「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」というものが提言をされており

まして、こういった中でも、治水対策だけではなく、流域の対策ですとか、土地利用、危

機管理、ソフト対策について、各種治水対策を組み合わせていきましょうということが、

今求められているというところです。 

 次の４ページ目も全国的な動きになりますが、昨年 12 月 12 日に検討会議というのがあ

りまして、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針というものも取りまとめられて

おります。これは水害の激甚化等を勘案しまして、緊急時において既存ダムの有効貯水容

量を洪水調節に最大限活用できるよう、関係機関と連携し、速やかに必要な措置を講じる

ということが求められておりまして、これは各水系に協議会のようなものをつくって、こ

の有効活用に向けた議論というのも今、始まりますので、こういった内容も踏まえてかな

と思っております。 

 ５ページ目でございます。プロジェクトの話に入っていきますけれども、減災対策協議

会から派生した、その下流域の部会において、令和元年 12 月 26 日に多摩川の緊急治水対

策プロジェクト、中間とりまとめというものを発表しております。内容は６ページ目です

けれども、大きく３つの柱にしておりまして、被害の軽減に向けた治水対策の推進、いわ

ゆる河川で行う対策ということで、従来も進めてきているような土砂掘削ですとか、樹木

伐採による水位低減や堤防整備などを書いております。 

 ２点目としては、流域における対策ということで、今回、やはり多摩川本川の水位上昇

があって、内水氾濫の被害が発生しておりますので、河川の水位を下げる対策とあわせて、

浸水被害軽減対策をやっていきましょうということで、下水道樋管等のゲートの操作の確

実な実施ですとか、既存施設の活用による雨水貯留などについて議論をしていこうという

ことを話し合っております。 

 最後にソフト対策で、今回、関係機関が連携して、より円滑な水防避難行動のための対

策の充実化を図りましょうということで、多摩川下流の減対部会では、講習会等によるマ
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イ・タイムラインというものを普及促進していくことですとか、自治体職員を対象に排水

ポンプ車の運転講習会を実施していきましょうとか、タイムラインのことですとか、こう

いった取り組みを一体となってやっていきましょうということを、減対部会でも話し合い

を進めておりますので、こういったことも議論の参考にしていただければと思っておりま

す。資料の説明については、以上となります。 

 

【福岡座長】ありがとうございました。では、事務局より多摩川水系河川整備計画につい

て説明がありました。第１回目の委員会でもありますので、委員の皆様から発言をいただ

きたいと思います。私の左、池内先生から委員を回していきたいと思います。最後に私が

話すと。きょうは１回目ですから、ご自由に発言して下さい。どうぞ、池内先生からお願

いいたします。 

 

【池内委員】東京大学の池内でございます。説明等ありがとうございました。今回の水害

で何点か気になっていることがありますので、その点をまず紹介したいと思います。 

 まず初めに、先ほども許可工作物である下水道排水樋管の話がありましたが、これは非

常に重要だと思います。今回、武蔵小杉で浸水するという被害がありましたけれども、な

ぜあのような事態が発生したのかという原因をしっかりと把握されて、それを踏まえた対

策ですね。許可工作物の管理者に任せるのではなくて、国のほうでもしっかりとその内容

を情報共有していただいて、そして他の類似の許可工作物の各管理者に注意喚起をしてい

くことが重要だと思います。 

 特に、今回、ゲートを閉めようとしてから 10 数時間も閉まらなかったですよね。あの原

因が何なのかということと、もう１つは、下水道で……。あ、先にやりますか。 

 

【福岡座長】星野先生が中座されるので。 

 

【池内委員】そうですね。それでは、私は後から。 

 

【福岡座長】では先に。失礼しました。 

 

【星野委員】東京農工大学の星野です。ちょっと途中で中座してしまうので。私の専門は
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植物の生態で、そういったところから今回の洪水を見ているのですが、樹林化している部

分がかなりあるのですが、そこが今回の洪水で河原になった部分もありますが、残った部

分もあって、生態系に対して非常に強い影響が出た部分と、それほどでもない部分がある

ので、そういったところをしっかりと見ながらの計画がいいのかなということと、今まで

は河原の生態系は洪水撹乱というものを必要としていて、それによって維持されていると

いうようなことであったのですけど、今回は一部に関しては、攪乱が強すぎて、復元でき

ないところや、復元に時間がかかるところがあるので、そういった面も横に見据えながら、

この見直しをやっていただければと思います。以上です。 

 

【福岡座長】はい、ありがとうございました。池内先生、大変申しわけありませんでした。 

 

【池内委員】いえ、とんでもないです。では、再度最初から始めます。先ほど冒頭に申し

上げた、特に今回武蔵小杉等で大きな浸水被害がありましたけれども、ああいった下水道

の排水樋管の操作として、現地も相当ご苦労されて対応されたと思うのですが、なぜゲー

トを閉めようとして、10 数時間閉まらなかったのか。その原因はしっかりと把握されて、

そういったことが再び起こらないように、他の許可工作物の管理者に対してもその対応策

を呼びかけていくことが重要だと思っています。 

 あともう１つ気になっておりますのが、現地に水位表示は付いているのですが、水位計

は付いていないのです。下水道部のほうでも下水道の各管理者に対して水位計を設置する

ように呼びかけていると聞いております。なぜかと申しますと、私も洪水の現場を見た経

験が何度もございますが、洪水時の水位の把握はすごく難しいです。水面がうねって、何

が水位かわからないです。あれを目で見て判断するのは難しいですから、やはり的確な操

作をするためには水位計を設置して樋門の内外の水位をしっかりと把握できるようにして

おく、それをお願いしたいと思います。 

 それからあと、これも中小河川の話なのですが、もう１つ気なっておりますのが、平瀬

川の合流点であります。先ほど内水というご説明があった。確かにあれは内水なのですが、

ただ現地をよく見ていただきますと、非常に複雑な構造になっております。一種の霞堤的

な構造になっております。そういう意味では、やはり内水と割り切らずに、今回の台風 19

号災害時の中小河川の水害については、他の河川でも本川と支川の合流点において、本川

水位の上昇によって支川の水位が上昇して支川で氾濫するといういわゆるバックウォータ
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ーによる氾濫の問題がありますので、もちろん多くの支川は都道府県管理ではあるのです

が、ぜひとも直轄のほうでもああいう合流点、もうほとんど直轄管理区間の堤外地と変わ

らない地域が市街化してしまっているような、あのような場所についても警戒避難体制を

しっかりと見直していく必要があるのではないかと思っております。 

 それから３点目は、超過洪水対策です。今回のもそうですけど、何を超過洪水というの

か、定義が難しいですが、現況の施設の能力を超える洪水はこれからしばしばやって来る

可能性がございます。超過洪水には様々なレベルがあると思うのですけど、異常洪水が発

生した場合の本当にネック箇所はどこなのかという点検と把握を、やっていらっしゃると

は思うんですが、ぜひとも再度チェックしていただきたい。それで、そういったものを踏

まえて今後の河川整備の内容を考えていくという話と、もう１つは、水防対策の強化をお

願いしたいということであります。最近各地の水防団はどこも高齢化と人員不足で非常に

厳しい状況になっておりますので、ぜひともそういった状況も踏まえて、超過洪水に対す

る安全点検をお願いしたいと思います。 

 ４点目はそれに絡みますが、その前提としてのしっかりとした河川構造物の状況把握で

す。特に堤防の高さの把握が重要で、昨今、測量の方法はレーザープロファイラに変わっ

てきつつあります。ぜひとも早急にレーザープロファイラによって 3 次元の地形データを

把握していただきたい。そして、堤防は定期縦横断のピッチでは把握しきれない低い場所

が数多くあります。実際洪水時にどこが溢水するかわからないという状況を、私も何度も

経験しておりますが、ぜひとも的確な堤防や河道の三次元形状の把握をお願いしたい。そ

のときに単に河川区域内だけではなくて、背後地の地形状況も含めた点検をお願いしたい

ということであります。 

 あとは５点目ですが、今回の洪水を踏まえての対策になりますが、先ほどご説明のあっ

た気候変動を踏まえた治水計画のあり方の提言も出ていますので、今回の対策の対象にな

るかどうか私はわかりませんが、今後、地球温暖化に伴う気候変動によって、洪水の発生

頻度が増加してまいりますので、ぜひともそういったものも視野に入れておかれることが

重要なのかなと思っております。以上でございます。 

 

【福岡座長】ありがとうございました。では続きまして、小野委員お願いします。 

 

【小野委員】恐れ入ります。府中市郷土の森博物館の小野と申します。私が勤務する博物
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館は多摩川中流の左岸にございまして、普段から多摩川の歴史・文化等について考える機

会が多いのですけど、今回の水害に対する危機感というのは、これまで経験したことのな

い大きな問題を投げかけられました。10 月 11 日当日は臨時休館、いわゆる計画休館とい

う形を取りまして、私は施設に詰めていたのですけど、避難勧告が出るに及びまして、最

終的に夕方５時には安全地帯に避難をいたしました。結果的に下流域のほうでは被害があ

ったのですけど、中流では大きな被害はなく、近代以降の治水事業の成果があったと非常

に感謝しております。 

 今回の反省で、非常に認識が甘かったと思っております。というのも、歴史的にはこの

100 年ぐらい、中流域には大きな被害がなかったのです。地域の歴史の中では、大正３年

を最後にしまして、大正 10 年代以降は被害がなくなったというような記述をしておりま

す。地元の地域の高齢の方々の民俗的な聞き取りというのを普段からしておりますけど、

その中においても、多摩川の水害というのは、水が侵入してくるのですけど、10 月ぐらい

ですから稲も実っておりますし、田んぼが１日２日全部水に浸かっても平気だよという言

い方なのです。それから川の水とともに魚がたくさん入ってきて、夜のおかずには事欠か

なかったという、そういった認識だけなのです。昭和 49 年の決壊は特殊事例と考えている

ようで、地域における認識はほとんどなかったということですので、今後今回を機会にい

たしまして、先ほどご説明のあった治水対策の３本柱のうちの３つ目、ソフト対策ですか、

そういった地域住民あるいは施設の管理者に向けた意識改革、認識というのが非常に大切

だと考えたところでございます。以上です。 

 

【福岡座長】小野委員、ありがとうございました。事務局のほうでご説明をされたいとい

うことは、まとめて最後にやっていただきたいと思います。きょうは各委員がどんなこと

をお考えになったかということを、まず披露していただく場にしたいと思います。では、

知花委員、よろしくお願いします。 

 

【知花委員】東京大学の知花と申します。どうぞよろしくお願いします。ご説明ありがと

うございました。私からは、あまり答えのないことかもわかりませんが、４つほどお話す

るのと、あと純粋な質問が１つありますので、それを最後にお伺いします。 

 最初、池内委員がおっしゃったこととも関係するところを申し上げたいのですが、近年、

真備の水害以降、バックウォーターという言葉がテレビではもう随分有名になりましたし、
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それ以前からも、水門、樋門、樋管の操作が適切だったか否かというのはものすごい関心

事になっています。裁判も数多く起こっていて、閉めたせいであふれたのではないか、開

いていたせいであふれたのではないか、こうした事例はたくさんあるのですけれども、意

外と検証が難しい場合が多いのです。要は開いていたのであふれたと言っても、そこが順

流で流れていたのか、逆流したのか、バックウォーターの判断は非常に難しいところもあ

るので、ちゃんとデータを取っておくということがまず大事だと思うのです。少なくとも

本川と支川の水位がどういうタイミングでどう上がって下がったかという情報は必要であ

ろうと。 

 あとやっぱり、さすがにこれだけ問題になっていれば、「こうすれば安全」というまでは

いかないかもしれませんけれども、事例集、特に問題になった事例であるとか、こういう

場合はこう考えるのだとかいう、合流点、特に小さな支川の合流部の検討というものにフ

ォーカスした検討があってもいいのかなというのが１つ目です。 

 ２つ目は、これは荒川のほうの会議でも申し上げましたし、１つ目とも関連するのです

けれども、河川は幾ら堤防を完成形に持っていって、上流から下流まで安全にしたとして

も、まんべんなく安全には絶対にできなくて、相対的にどこか１番弱い箇所というのがで

きるはずですよね。歴史的にはそれを計画的に、いわばヒューズのように決めていたポイ

ントというのがあると思うのですけれども、どんどん整備が進んでいく中で、あるいはさ

っき申し上げたような内水の処理が各自治体なんかで進むと、ヒューズの位置がぽんと遠

くに飛んでしまって、今まで想定しなかった位置に行ってしまう可能性があるのじゃない

かと。 

 要はいつもこの図面を見せていただいて思うのですけど、流域全体の協議会はあるにし

ても、必ず直轄区間の絵が出てきて、この上流域がどうなっているかというのはよくわか

らないのです。もちろん山間部なので、あまり築堤するとか、遊水地が都市化するという

ことはあまりないのかもしれませんけれども、特に県管理区間の河川の改修が進み、ある

いは樋門、樋管での内水対策が進む中で、本当にこのヒューズが今まであった位置から急

に飛ばないかが心配です。やっぱり飛んではいけないところがあると思うのです。計画的

にここにあったという場合もあれば、何となく上流のあまり人が住んでいないところにあ

ったというのもあると思うのですけれども、相対的に弱い位置がどこに移動するのかとい

うのはちょっと注意して追っていかなければいけないなというのが２つ目です。 

 ３つ目なのですけれども、これは参考資料でご説明がありましたが、ダムの振りかえの
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話がありましたね。今回聞いていると、市民の方にはいろいろな方がいらっしゃるのです

けれども、なんで小河内ダムに水をためなかっただとか、あの放流の仕方が悪いとか、中

には可動堰の操作が悪かったじゃないかとか、もういろいろな意見が出るわけです。 

 当然誤解もあるわけですけれども、この利水容量の洪水調節容量への振りかえは、これ

はもちろん今後議論されていくことになるのでしょう。ただ、それと同時に、別に振りか

えをしなくても、利水容量がずっと落ちていたときに、少なくとも常時満水位までは雨が

降っているときに戻すわけです。その戻し方に、これは私の不勉強かもわかりませんけれ

ども、その戦略というのが果たしてあったのかなという気がするのです。 

 要は、常満からずっと水を使って水位が下がっていて、今回雨が降ったときに戻す、こ

の容量の使い方も、工夫できたのかできなかったのかというのは、別に工夫する義務はな

いのですけれども、気になります。雨の降り始めに早々に満タンにして、ピーク付近でダ

ーダー流していても、利水ダムなので別にいいわけなのですけれども、そこの工夫はあっ

たのかなと。これはちょっとわかりません、私の不勉強かもしれません。そういうことの

検討があってもいいかなと。 

 ４つ目は、実は今のはどれも大きな話で徐々に考えればいいのですけど、急いで考える

べきは、私は教育だと思っています。今これだけ関心が高まって、バックウォーターって

結局どういうこと？ですとか、計画高水位はどうやって決めているのですか？とかいろい

ろな人から問われるわけです。あるいは先ほど申し上げましたように、可動堰の操作で水

位が上がったのではないかとか、小河内ダムはどうして水をためてくれなかったのか、こ

れだけいろいろな質問が出てくるときは、はっきり言ってチャンスですよね。こういう機

会に、いや、それはそういうものではないのです、あるいは、これはこう頑張ってもここ

までしかできないのですということとか、それは基本的にこう考えてやっているのですと

教えられるのは今しかないと思っています。 

 鬼怒川以降、随分堤防に関して関心が高まって、いろいろな質問が来るようになったの

ですけれども、今回も恐らく、来年、再来年ぐらい、多摩川で何もないことを祈りますけ

れども、何もなければ恐らく３年後にはまたこの問題意識も市民の間からは薄れるんだろ

うなということを考えると、今年とか今年度とか、ここでいかに市民向けにいろいろな発

信ができるかというのを、私は急ぎ検討するかなと思っています。どれが１番大事か言い

たいかというと、これが１番言いたかったのですけれども。 

 最後に１つ質問です。これは私、わかっていたつもりだったのですけど、資料３の９ペ
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ージで、要は河川整備計画が立てられたときの計画規模は、さっきも小野委員から出まし

た、昭和 49 年の狛江水害のときの流量が石原地点で決まっているという話でしたね。６ペ

ージを見て、あれ？と思ったのですけれども、これは昭和 49 年の水位がものすごく低いの

です。これはなんでですか？ これを見ると、今回のに最も近いのは昭和 57 年なのです。

ですが昭和 57 年は確かに大きかったですけど、そこまで大きかった印象がないのですけれ

ども。 

 

【渡邊河川計画課長】そこまで大きくなかったです。57 年は確かにそこまでは流量はなか

ったです。 

 

【知花委員】ですよね。でも、石原の水位は昭和 57 年のほうが大きくて、今回に匹敵して

いたことになっている。何か間違いかなという気もするのですけど、もし本当にこうであ

れば、石原地点の計画高水位だとか計画の考え方が、この流量に基づいてやっていますと

いうのが成り立たなくなってくるのではないかなという気もするのですけど、いかがです

か。 

 

【福岡座長】せっかくの機会ですから、これに資料があれば説明して下さい。あるいは次

回でもいいですけど。 

 

【渡邊河川計画課長】事務局で確認して、また次回に。申しわけございません。 

 

【知花委員】以上です。 

 

【福岡座長】よろしいですか。はい、ありがとうございました。次に手塚委員、お願いし

ます。 

 

【手塚委員】日本大学経済学部の手塚でございます。私の専門は経済学、特に交通分野の

経済学を専門としております。有識者会議の規則を拝見すると、事業評価にかわって審議

を行うという文面があるように、私自身は評価の側面からその何か申し上げるという立場

と理解しております。 
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 一般論になりますが、事業をするときには、地域・社会としての経済的な利益を高める

か、ないしは経済的な損失をできるだけ小さく抑えるかを検討することが、非常に重要な

話です。経済学は、誤解されがちですが、単にコストを下げればいいと考えているのでは

ありません。無理なコスト削減が、それが結果として経済的な利益を損なうものであるな

らば、そのコスト削減は適切ではありません。事業の実施によって発生するであろうコス

トと、それに伴って発生するであろう利益ないしは効果というものを勘案したうえで、適

切な形で享受できるようなスキームもしくは枠組みを設定する必要があります。 

 このことに関しても２点ございます。１つは、その事業の評価や整備に関連することで

す。先ほどの知花先生ともかかわってくる話ですけれども、今回の災害において、どのよ

うな被害があったかは非常に強調されています。それに加えて、宿河原の堰の改築による

効果などのように、これまでの整備によって、実質的に発生した効果や、さらにいえばそ

こから生じた経済効果も示していただくとベターです。そういったアピールは教育という

ことにも関連して、非常に重要だと考えております。 

 もう１つ、いわゆる費用便益分析や事業評価に含まれない項目というのがあります。そ

れは何かというと、いかに速やかに整備を行うかという話です。事業はある一定の期間で

実施されますが、それが滞りなく、できるだけ速やかに実施したことに対しての評価は行

われにくいです。これはしばしば事業評価監視委員会でも出てくる話です。 

こういった速やかさというのは、特にいつ災害が発生するかわからないという局面で

は、重要なものです。会議の場では、この点も踏まえて、発言する必要があると考えてお

ります。 

 以上、整備による効果に対するアピールと、実施の速やかさという点に特に注目しなが

ら、発言をしたいと考えております。 

 最後になりますが、３番目に付け加えることとして、整備計画や方針の立て方について

です。過去カスリーン台風がありました。そのカスリーン台風に耐えられるような整備を

する、あるいは今回の災害に対応できるような整備をするということで、過去に起こった

ものの最大値に上乗せするような形で整備をしているように見えます。しかし、近年ここ

10 年の環境の変化を見ると、恐らくその整備の仕方、要求水準は、昔の最大値を見るより

も、もっとトレンドとして大きく上がっていくのではないか、と考えられます。このよう

な状況について、整備の方針や計画の中に含めるというのは、なかなか難しいでしょうけ

れども、そう考え方があってもいいかなと、素人考えとして思いました。以上です。 
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【福岡座長】はい、ありがとうございました。では続きまして、長谷川委員、お願いしま

す。 

 

【長谷川委員】東京都島しょ農林水産総合センターの長谷川です。島しょと名はついてい

ますけれども、前身は東京都水産試験場で、現在も内水面と内湾の調査研究をしている機

関です。今まで先生方からのいろいろなコメントを聞いて、私の立場で何をのべるかを考

えた場合、川の構造というよりも、川に住む生物についてになります。特に多摩川におい

ては、島しょセンターで昭和の時代からアユの遡上調査を行っております。アユは１年の

中で、まず春先に遡上し、河川の中で成長し、中流域で産卵し、それが孵化して、孵化し

たアユはまた河口、内湾にくだり、そこで成長して、また翌年春、遡上していきます。こ

のような１年のサイクルがありますから、これら生物を通すことで、いろいろな面が見え

てくると思っております。 

 そういう意味では多摩川がいろいろな取り組みの中で水質がよくなり、ここ 20 年ぐらい

はおよそ 100 万以上のアユがのぼり、おととしはたしか 1000 万近いアユがのぼり、ほかの

県の河川でもかなりアユがのぼったということで、いろいろなマスコミにも取り上げられ

ました。 

 そういった中で、昨年この台風の後に、マスコミから問い合わせがありました。それは、

多摩川のアユは、大丈夫ですか？という素朴な質問で、それに対して答えられたのは、こ

れはやはり調査をしてみないとわかりませんということでした。そして、その調査で１番

悩ましいことが濁りです。皆さまも現場に行かれていて見ていらっしゃるとおもいますが、

濁りがなかなか取れていない。そういう意味で、やはり相当な水の力でいろいろな部分が

巻き込まれたということ、そして、多分見えないところの地形が変わっているという実感

と、この濁りがいつ取れるのだろうかということをすごく心配しております。まして 10

月の台風だったので、アユの産卵時期とリンクします、果たしてこの春先、３月から調査

が始まると思いますけれども、そこに注視しています。 

 話は戻りまして、魚類が中心になりますが、生物を通した中で川の環境の違いというと

ころを１つコメントさせてもらいました。あわせて、素朴な疑問としては、なぜこれだけ

の濁りが出たのかということと、この濁りの由来は何かということと、それがどこに沈着

していくかということがあります。そして、それがどれだけ内湾、河川の生産力にかかわ
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っていくのかというところを憂慮しております。 

 治水ということが、河川整備計画の中で重きを置かれているというところは重々承知し

ております。ただ、冒頭河川部長がおっしゃったように、多摩川という名前の知名度、あ

と多摩川の流域の住民と、その住民の方が多摩川に対していろいろなことを思われている。

あと、上流部、中流部、皆さん６月には解禁ということで、アユの釣りを楽しまれている

方もいらっしゃいますので、ぜひそういった視点も忘れずに、いろいろな形で計画を考え

ていただければと思っております。 

 私の素朴な質問が１つありまして、今回、整備計画の変更という形で話がありましたが、

いろいろ資料を見ていくと、まず、基本方針があって、その方針について、ある目標を決

めて整備計画をたてています。今回こういった状況になったときに、方針を変えない、方

針はそのままでいいとした理由をお聞かせいただきたいのですが、これは聞かないほうが

いいですか。 

 

【福岡座長】非常に重要な本質です。どうぞ、そのための場所ですからご発言下さい。 

 

【長谷川委員】すみません。そういった点をちょっと教えていただけると、ありがたいと

思っております。 

 

【福岡座長】後でまとめて、お願いします。 

 

【長谷川委員】では、よろしくお願いします。 

 

【福岡座長】では、よろしいですか。星野先生、何か。どうぞ。 

 

【星野委員】いや、もう大丈夫です。 

 

【福岡座長】ああ、そうですか。はい、では私も、きょうはまとめ役というのではなくて、

１委員としてお話させていただきます。 

 今、最後に長谷川委員が言われたことを、直接私は言うつもりはないのですが、実は先

ほどから、僕が変更ということにこだわったのは、災害の少ない穏やかな時代の整備計画
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実施の期間であったというのは間違いないのです。そして今回大規模の災害が起こったと。

起こったときにこれまでの整備計画は、実は現在の整備計画検討のときも、私は委員だっ

たのですが、検討したとき、それはすごい災害が起こるかもわからないけど、まずは整備

が必要ということを考えて、これから先の 20 年～30 年、どういう順番で河川整備をやれ

ばいいのかということを考えたわけです。 

 すなわち、整備計画では、効率的で、しかも効果が上がるということをやることにしま

した。それまでは工事実施基本計画しかなくて、やれるところやりやすいところをやって

いたために、計画の立て方に問題が出てきた。中長期的に計画を考え、まず 20～30 年を見

ろということで始まりました。それから長谷川委員が言われたように長期的には 100 年ぐ

らい先まで見る。中・長期の２つでやって来たわけです。その１つ目の 20 年という計画の

中で、計画を超える大きな災害が起こったということで今回はその緊急対策も含めて見直

しをやることになりました。 

 注意しなければならないのは、継続をするとか、何々をすると言ったときに、そのやろ

うとしていることが本当にこれからこの手のものが起こったり、あるいは 20 年、30 年た

ったときの社会がどう変わったり、地域がどう変わろうとするか。まあ人口稠密地帯が大

きく変わるとは思わないけれども、上流がどう変わるかとか、いろいろなことが今後起こ

り得るわけです。 

 これをよく考えないと、また 20 年、30 年のうちに、頻繁に違うことが起こったときに、

また改定しますよでは、よくありません。やっぱり計画をたてるときには優先順位という

ものを考えてみる必要があります。 

 例えば、堰については下流から改築をやってきてという原則があって、洪水時に堰があ

るゆえに非常に水位を上げてしまう。そのために氾濫が起こる可能性が高いというのはも

うわかっていて、それで改修する必要がある。と同時に、堤防が本当に大洪水時に安全な

のか。今回は、水位が非常に高い状態で流れていましたが、洪水継続時間が比較的短かっ

た。もっと長い継続時間の洪水でピークは同じぐらいであれば、現在の計画規模に相当す

る以上のものが発生することになります。そのときに堤防は、大規模洪水に対してどう応

えることになるのかについて、徹底的に分析する必要があります。しかし、どうも聞いて

いると、事務局は急ぎすぎていると思います。整備計画の変更はそんな緊急何々ばかりじ

ゃありません。緊急対策はやればいいことです。しかし、整備計画というのは少し意味が

違うと思います。 
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 20 年、30 年後の河川流域を考え、あるいはもっと先のことを考え、整備基本方針にどう

つなぐのかということまで含めて、どうするのかを頭に入れて検討してくれないとだめだ

と思います。そのために有識者会議があるのです。事務局は何かやるために、整備計画に

位置づけようと考えているように見えますが、もっと頭を使って、なるほどということを、

私たちを納得させていただきたい。 

 さっき、知花先生以下、皆さんすごく大切なことを言われました。私はきょう自由に言

う機会が与えられて、もうよかったなと思っているのです。こういう教育を含めて、世の

中の人の災害に対する考えはまだ甘いのじゃないかと思います。もっとすごい災害が起こ

る可能性が高いと思います。 

 具体的には台風 19 号で多摩川の６キロ六郷付近で洪水があふれ出そうになってしまっ

たということをどれだけの人がご存じでしょうか。僕も最初は知らなかったけど、事務局

の方が僕のところに来たときに、先生、大変で死ぬかと思ったぐらい驚いたという話をし

てくれました。私は、いつも二子玉川の付近とか川崎ばかりを見ていたのですが、実は下

流が大変なことになっていたと。それ、もしももっと洪水が続いて、もっと雨が多かった

ら、首都圏が大水害になってしまって、こんな悠長なことを言っていられないかもわから

ない、ということでした。 

 言いたかったことは何かと言うと、20 年、30 年という計画期間はそれなりに長いスパン

です。これまでの 20 年、30 年の整備を考えたとき、単に、更新というのではなくて、現

在の計画がよかったかも含めて、調べてみる必要があるということです。その結果として、

我々の技術が進んできて、我々の観測解析技術が進んできて、また何回かの洪水を経験に、

大変なことがわかってきたわけです。私のように 50 年にわたって多摩川とつき合っている

と、いやあ自分が非常にだめで、あまりよく分っていなかったという反省があるわけです。

もっとこう言えばよかった、こうやればよかったというのを、実は幾つも感じているとい

うことをまず冒頭に申し上げたい。 

 だから、今後どうあるべきかをきちんと考えて、変更をやるのもよいが、急ぎ過ぎない

でほしい。 

 ２番目は土砂輸送問題です。具体的には、河川全体を考えたときに、流域をどう見るの

かということをもう一度考えてみる必要があります。台風 19 号について土木学会としての

記者発表が、実はきのう土木学会で、知花先生が幹事長で、ありました。たくさんの新聞

社や報道機関が来られて、私としては流域治水を知ってもらう上でいい機会だったし、具
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体的に議論もできたと思っています。 

 その中で１番大事なことは、河川の洪水流を流域全体でコントロールしないとだめだと

いうことです。内水問題も含め氾濫については、沿川の市町村長さんに水防をやってもら

うこと、水防法の中で大規模浸水被害減災対策協議会をつくって、その人たちを中心にや

ることが重要です。でもこの人たちは流域の、それぞれのところの代表で、自分の側の主

張をするでしょう。そこではいろいろなことを言ってもらうのですが、河川管理者とのつ

ながりは大事です。 

 先ほど河川部長は２つ検討会が動いていますから、よくそこをお考え下さいと言われた。

しかし、学識者の検討会は、減災対策協議会関係者とは別に考えます。もっと長期的に、

今こんなこと起こったからこうだというだけではなくて、もっと長いスパンの中でこうい

うことをやるべきであるということを、逆にそちら側に伝えてあげなければなりません。

やっぱりみんな個別の問題として考えがちで、流域のスケール観を見失ってしまう。地域

のスケールも、都市のスケールも重要ですが、下流だけの、部会だけということは、上流

とか中流の持っている災害対策をどう理解してもらって、運命共同体としてどうするのか

ということについて、そこのところにはちゃんと考えてやってくださいよということを言

わねばなりません。 

 だから、19 号台風被害に対しては、流域治水ということを枕詞にするぐらいの気持ちで、

その中で都市域の水があふれ出たことに対しては、流域全体として考えることが大切です。

実は河川から外水が、出てしまったらもう都市の水防問題だと言ってしまわないで、河川

も責任あるのだという視点が重要です。水防をどう河川整備計画の中に組み込むかという

のは、河川法では議論出来ないけれども、河川法の治水と都市氾濫の水防は治水の両輪な

んだということを考え、整備計画で論じなければなりません。特にこれから 20 年、30 年

は、それが決定的に大事になると私は想像しています。ここには、オブザーバーで神奈川

県の方、東京都の方が来られていますよね。本当は委員で居てほしいのです。流域治水と

いうのは何なのかというと、多摩川本川に対して、大きな支川流域を持っている東京都と

か神奈川県がこの多摩川をどう考えるかという点が重要です。そこの扱い方次第によって、

多摩川本川の対応の仕方も少し変わってくるよということを、わからなければなりません。

19 号の被害を受けて、整備計画が直轄区間だけを扱うというのは問題がある事が明らかと

なっています。 

 町長、市長さんたちもそこを意識していただかないと、なんか多摩川直轄区間だけの議
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論にならないように議論の中で上流域の洪水の影響を取り込むことも考えなければなりま

せん。利根川では現在流域治水として何をやっているのかというと、埼玉県と群馬県が県

管理の河川に水位計を沢山入れて、上流域まで水位をはかってしまって、そして水位がわ

かれば各流域を流量がどのように流れているか、いろいろな洪水で調べて、それらの流量

が利根川本川に入るとどんなふうに流れるのかということを全部調べようとしています。 

 先ほど池内委員が気候変動の影響も検討に入れるようにと言われました。利根川流域で

は小流域における一つ一つの洪水イベントに対して、下流に洪水が集まると大変な流量に

なります。気候変動によってこういうことが起こると思うのです、なんか今回の出水が大

きく注目されすぎて、これが全てになってしまう心配があります。しかし、もっとすごい

のが起こりうる。今回は 24 時間ぐらいの時間で、急激に水位が上がって出てきている。は

っきり言って、この洪水の出方はやや特別だったから堤防も壊れなかったと言えます。そ

れが 48 時間の洪水が続き、計画レベルの流量が発生したときには、堤防は壊れていた可能

性がすごく大きいということを、認識しなければなりません。このような議論も委員会の

中で行えることを期待しています。この委員会はそういう人にお願いしていますし、選ん

でいただきました。 

 最後に事務局への苦言です。皆さんは正常流量を未だ河川整備基本方針に位置づけてい

ません。さきほど環境を専門とする委員からいろいろご意見をいただきました。普段の川

の水量や水位をどう考えるのか。大洪水時に流れるような川づくりをやったときに、低水

時に、どんな流れ方をするのかについて、よくよく勉強しないといけません。 

 今回、流水の正常な機能の維持は課題に上がってきそうにない。しかし、議論はしてほ

しい。今回の大流量も含めて、低水流量についても、十分考えてほしい。川として正常流

量はどうあったらいいのかを考えながらこの整備計画を変更する必要があります。 

 これは第１回目の会議ですから、僕は少しきつく言いました。これぐらいにしますが、

きょうは委員の方々からいろいろなご意見が出ました。私は、委員長ですから、今後事務

局と議論を出来ます。むしろ他の委員が言われたことをご説明願いたい。よろしくお願い

します。では、事務局。 

 

【澁谷京浜河川事務所長】京浜河川事務所長の澁谷でございます。大変、各委員からは大

所高所からの貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。それぞれの委員のご

意見につきまして、この場でこういうイメージを持っているとなかなか答えられない部分
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はございますけれども、しっかり各委員の意見それぞれを受けとめさせていただきまして、

できるだけ形にする形で応えさせていただきたいと考えているところでございます。 

 あと、ここから先は若干私の私見になってしまうかもしれませんけれども、今回の昨年

10 月の台風 19 号を踏まえまして、こういったかなりの災害が出たわけでございますけれ

ども、こういった課題に対応していくためには、もちろんその河川管理者が行っていく対

策というのはありますけれども、それだけではもう全く解決できないだろうというのが、

私の当時からの認識でございまして、特に沿川の自治体、あるいは場合によっては流域の

自治体、あとは関係する機関ですとか、場合によっては流域にお住まいの住民の皆さんも

含めて、そういった方々が、関係の主体が、有機的に連携しながら解決していかないと解

決していかない問題であるという認識を強くもってございまして、そういった観点から、

私は出水後すぐに沿川の市長さん区長さんといろいろ意見交換なんかもしながら、今まで

議論してきたわけでございます。そういった中で減災協議会を開かせていただいて、河川

管理だけではない課題について、流域全体で考えましょうということで、まとめさせてい

ただいているところでございます。 

 まだ関係自治体もいろいろ悩みながら、検討している部分もございますので、まだ十分

明示できていない部分ありますけれど、さらに今後その沿川自治体と議論しながら形のあ

るものにしていきたいと考えているところでございます。 

 あと、ご意見の中で、自然の関係もいただいてございますけれども、今回非常に多摩川

の自然に対しては大きいインパクトがあったと認識してございますので、この直後のイン

パクトにどういったものがあるのかというのをしっかり把握した上で、さらにそれが時間

とともにどう回復していくのか、あるいは変化していくのかというのを捉えながら、やは

り多摩川というのは沿川にお住まいの方、国民の皆様もそうだと思いますけれども、自然

豊かな川であるという認識もあろうかと思いますので、そういったものを実現できるよう

な方策をしっかり考えさせていただきたいと考えてございます。 

 まだまだいただいたご意見は非常に示唆に富んでおりまして、なかなかそれだけで回答

している部分ではありませんけれども、やはり地域を巻き込みながら、この多摩川を誇り

あるものにしていく、あるいは安全にしていく。誇りあるものにしていくためにはどうい

うことが取り組めるのかということを、今回の河川整備計画でちょっとどこまで書けるか

という問題はありますけれども、そういうものが明らかになるようなものにしていきたい

と考えてございますので、またご指導ですとかよろしくお願いしたいと思います。 
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【福岡座長】はい。河川部長、長谷川委員が言われた基本方針については如何ですか。 

 

【佐藤河川部長】基本方針はある意味 30 年ターゲットではなくて、もっと長期的なターゲ

ットを持った計画になります。ですので、おおむね 200 年に１回に耐えるというのが多摩

川の方針ですけれども、それは全国的に大河川ぐらいの方針レベルです。 

 今回、雨で言うと、方針では石原で 6,500m3/s 水を流すということですけれども、今回

石原に流れているのが 6,100m3/s ですので、方針流量を上回っていないということもあっ

て、方針までは手をつけなくてもいいだろうということと、あとは今回我々が考えている

事業のメニューが方針の中に入っているメニューで考えているということで、これが全く

方針の中にないような、ダムとか、なんかそんなものを想定するのであれば、それは方針

を変えなければいけないのですけれども、この方針で言うと、基本高水に対して、計画高

水が 8,700 m3/s に対して 6,500 m3/s ですから、ある意味洪水調節施設も含んだ方針とな

っておりますけれども、まだこの整備計画の中ではそこまで洪水調節施設の計画すら位置

付けていないという中で行くと、まだ方針の内数の中で治水計画が動いているということ

ですので、まず方針までは変える必要はないだろうというのが我々の判断です。 

 もし今回の雨が方針を超えているような雨が降っていれば、やっぱり方針まで変えなけ

ればいけないのかという議論は当然出てくるところですけれども、そこは今回は方針をま

だ超えていないというところかなと思います。 

 あと、いろいろご意見をいただいている中で特に多かったのは、合流点処理の話です。

やっぱり多摩川の合流点処理の難しいところは、今回ほかの整備計画をやる河川は、全て

合流点に遊水地をつくるというようなことが大体大きな方針で行こうと思っていますけれ

ども、多摩川はさすがに池をつくるだけの土地がないという中で、ここの合流点をどう処

理していくかというのは、やっぱり技術的にはかなり難しいところがあるのではないかと

思っています。 

 やっぱり川と川の合流点というのは、水がよくたまりますから、遊水地をつくるには、

ある意味、逆に言うと適した場所なのかもわからないというところで言うと、そこは地形

を見れば、そこに本当はためものをつくるというのが１番いい解法なのかもわからないで

すけど、多摩川は最初の冒頭で挨拶したとおり、やっぱりいろいろな制約条件が多過ぎて、

治水でやりたいことと、やっぱりその制約の中でどうしていくかというところのせめぎ合
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いが非常に難しいのかなというのが１つ我々の悩みのところかなと思ってございます。 

 それと、知花先生からヒューズの位置が変わるという話があって、まさに今回の出水の

パターンを見ても、石原のピークの前に実は田園調布の下流のほうでピークを打っていま

す。ということは、石原のピークの流量は下流に来たときにはピークになっていないとい

うことを考えると、通常で言うと、ピークはそのまま波形をもって流れてきていて、それ

が潰れながら流れるのですけど、多摩川の今回のことで言うと、先に下流にピークが来て

いるという意味においては、もう少し詳細な分析をやらなければいけないのだろうなと思

っていますけど、かなり普通の流れではない水の出方をしていたのだろうなと感じるとこ

ろでありまして、その辺やっぱり川の中が変わってくると、どこがヒューズになってくる

のかというのが変わるというのは、おっしゃるとおりかなと思っています。 

 ただ、人為的にどこかにヒューズをつくるというのは、近代社会の中では非常に難しい

というところがありますので、そこが逆に言うと、計画遊水地みたいなところになるわけ

ですけれども、そこはかなり難しいのかなというのがあります。やっぱりただ、川の様子、

流域の様子が変わってくると、流出形態が変わってきて、そこが従前と違うというのはお

っしゃる指摘のとおりかなと思っています。今回の出水を見ていると、そうなのだなと僕

は思っていますので、そういうふうに考えたいと思っています。 

 あとやはり住民なり地域の方々へのご理解をいただく、教育という言い方もあるかもわ

からないですけども、かなり河川管理者だけではうまくできないところもあります。先生

方、今回のことでたしか 20 回ぐらいテレビに出られていると思うのですけど、ぜひ、一緒

に協力しながらやらせていただければと思います。やっぱりなかなか我々はマスコミには

出してもらえませんけれども、そこはそういうテレビの媒体とかはかなりいいところがあ

りますので、そこはぜひお互い協力しながらできたらと思ってございます。 

 あと急いでつくらなければいけないということと、あとは福岡先生から正常流量の話も

ありましたけれども、ずっと現計画ができてから京浜河川事務所がさぼっているわけでは

ありませんので、その前回の計画をつくったときからの蓄積みたいなところはまたご披露

させていただきながら、議論を進めていけるかと思っております。 

 全てのことに答えていないとは思うのですけれども、またいろいろとこの中で議論させ

ていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【福岡座長】東京都と神奈川県が管理している河川区間は、支川は、基本方針には入るけ
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れども、整備計画は多摩川本川直轄区間の問題ですよね。だから都県区間は整備計画議論

に入らないのだけれども、都県区間で、何が起こったのかということはすごく大事です。

整備計画というと直轄だけでやろうとするけれども、実はもうそのレベルではないと僕は

感じているのです。 

 だから、東京都とか神奈川県がここにオブザーバーで出られているというのはわかった

上でお話するのですが、データにどういうものがあって、どんなことが起こっているかと

いうのをつかまえておかないと、本川に出ただけの洪水現象を見るというのは、見誤る可

能性があり、問題だなと僕は思っているのです。 

 

【佐藤河川部長】正直に言うと、今回４つの河川で整備計画の変更手続きに入りますけれ

ども、多摩川以外は県と国と一緒に整備計画を変えるというので、有識者委員会も実は合

同開催です。県の有識者委員会と国の有識者委員会と全て合同開催で、県の計画もそこで

議論するし、国の計画も議論するというスタイルを取っています。実はやっぱり県も計画

を変えると言っていますので、タイミングが合えばそういうことが可能だし、やっぱりそ

うするべきなのだろうと、先生のおっしゃるとおりだと思います。 

 今回はまだ多摩川のほうが、支川のほうの整備計画を変える変えないの判断がまだでき

ていないので、変えるとなれば一緒にやればいいと思います。ただ、久慈川も那珂川も荒

川もそうなのですけれども、タイミングが合っているわけではなくて、国のほうは１回早

くやっていますので、県のほうが追っつけやってくるような感じになっています。本来は

そうあるべきだというのはおっしゃるとおりです。 

 

【福岡座長】はい、ご意見をどうぞ。 

 

【池内委員】福岡先生がおっしゃったことは非常に重要で、今回の洪水を見ていると、や

はり直轄管理区間だけを見ていると対応を誤ると思うのです。時期がずれても、都道府県

管理区間との整合性をしっかり取っていくということと、もう１つ今のご発言で、そのと

おりだとは思うのですが、気になったのは、確かにハード対策だけだと手詰まり感がある

のですが、そういった中でもすべきことが数多くあると思うのです。特に平瀬川のところ

も気になったのですが、あのようなところの市街地における警戒避難体制や水防のやり方

とか、武蔵小杉の下水道樋管の問題とか。そういった問題を含めて、整備計画で、ハード
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の面だけではなくて、どこまでという法律上の問題はありますけれども、そういうソフト

面も含めた形で取り組んでいってほしいということが１つ。 

 もう１つは、せっかく気候変動を踏まえた治水計画のあり方の提言も出ています。気候

変動への適応策。河川整備計画の見直し作業を急がれるのはわかるのですけど、提言の内

容もよく踏まえて、それとの整合性みたいなものをやはり検証されることをお願いしたい

と思います。とにかく、雨の降り方のステージが全く変わってきておりますので、地球温

暖化に伴う気候変動による洪水頻度の増大への対応を含めて、整備計画の内容も変わって

きますので、ぜひともその辺の検証も含めて、この整備計画の策定をしてほしいと思いま

す。以上です。 

 

【福岡座長】はい、ほかには、どうぞご意見を。どうぞ。 

 

【知花委員】すみません、ちょっと今の話とずれてしまいますけど、むしろ長谷川委員が

気にされていた濁りの問題ありますよね。今回そうだったかどうかわからないのですけど、

過去に同じような問題があったことがあって、特に平成 19 年洪水だったと思いますけれど

も、そのときも多摩川の濁りが全然取れないというので随分調べていただいたのです。そ

のときは、原因は石灰でした。上流に石灰岩があるのです。それは実はこの川だけではな

くて、ほかの川……物部川だとか、石灰が取れる地域が幾つかありますけれども、そうい

う地域では全然濁りが取れないと言って、よくクレームが出るのです。 

 あれは白くていつまでもいつまでも漂っているので、なかなか沈まないです。だからお

っしゃるとおりで、あれがいつどこに落ち着くかというと、恐らく完全に水がたまってい

る堰の上流だとか、そういうところに落ちていくのだと思いますけれども、以前は石灰が

原因でした。特に山を切っていますから、余計に出やすいのだと思います。ちょっと今回

はどうかわからないですけど、そんなことがありましたということだけ。すみません、紹

介だけです。 

 

【長谷川委員】ありがとうございました。 

 

【福岡座長】ほかにはいかがですか。手塚委員が言われた、事業評価というのは事務局に

説明してもらうのがよいでしょう。現在の整備計画をつくったときはあまり環境に関して
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深い議論ができなかったのです。現在になって、治水事業と河川環境の持つ意味、関係と

がわかってきました。したがいまして、整備計画では治水と環境の調和の視点は考えてい

かないといけません。 

 

【手塚委員】逆に評価する側も、現状のことをある程度知る必要があります。知らないま

まに費用を表面的に見る傾向があります。相互に理解を深めていくということが重要です。 

 

【福岡座長】そうですね。ありがとうございます。個人的に興味を持った話で恐縮ですけ

ど、大正 3 年以降、大型水害がなくて、それは主として稲を中心に見てきた文化があった

という話を聞いてと思いました。それは今もあまり変わっていない、そういうところがあ

るのだろうな。それだから、上中流域なんかそういうことを考えながら、下流の河川改修

がどうあるべきかについて考えることがやや欠けているように思います。何か、特に付け

加えることがありますでしょうか。 

 

【小野委員】特に結構です。 

 

【福岡座長】ほかに事務局で説明することはございますか。 

 

【渡邊河川計画課長】意見というか、事務局の説明で、この点検についての最後のページ

なのですけれども、今回整備計画の点検の場ということで、開催をさせていただいている

こともございますので、点検の結果と内容については、委員の皆様からのこれでよしとい

ただけるかどうかというところを、確認しておきたいと思っております。 

 点検の内容については、今の状況として、今回の洪水のことですとか、河川だけではな

く流域ソフト対策と組み合わせてやっていきましょうという話もある中で、今回の主とし

ては令和元年 10 月台風 19 号の被害状況等を踏まえ、新しい治水計画検討の必要があると

いうような結論で、今回の改定はよろしいかというところを委員の皆様にはご確認をいた

だきたいと思います。 

 

【福岡座長】はい。これが整備計画変更事項のまとめです。どうでしょうか。整備計画の

変更の新たな視点が書かれています。２番目もそうですね。 
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 ３番目は、内水災害については他の部会と、一緒になって考えていこうということです。

氾濫水に対しては河川法だけではなくて、水防法も含めた、議論をしていく必要があるの

ではないでしょうか。 

 ４番目は、緊急治水プロジェクトが動いておりこれを含めて、新しい治水計画の検討が

必要であるということです。これについていかがでしょうか。 

 

【池内委員】先ほどの事業評価の視点にも含まれますが、これまで整備してきたわけです

よね。だからその整備してきてその結果今回の洪水でどうだったのかということは、今回

の委員会の検討内容の中に含んでいないと点検できないと思います。 

  

【渡邊河川計画課長】はい、わかりました。 

 

【福岡座長】フォローアップですよね。 

 

【池内委員】はい。 

 

【渡邊河川計画課長】そうですね。進捗状況の中では、ご説明を。 

 

【福岡座長】何ページですか？ 13、14 にあるけど、整備に来てどうだったのかというこ

とを点検すべきということですね。 

 

【池内委員】そうです。これまでの整備でやってきたことと、もう１つは、その結果、今

回の洪水等でどういう効果があったのかということを示して欲しいと思います。たかだか

整備計画の年数なので、それほど効果は大きくはないかもしれませんけれども、でもやは

りこれだけ整備してきて、今回何らかの効果は出てきていると思うので、今回の洪水を踏

まえてどういう効果があったのかということも、できたらお願いしたいと思います。 

 

【渡邊河川計画課長】はい。 

 

【福岡座長】もう終わりに近いから、雑談に近い経験を話します。僕はこんな大洪水が出
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ると思わないで、従前のよりも大きい洪水が出たときに、ちゃんと洪水に対して構造物が

持つように、丁寧に解析したものがあるのです。今回の大洪水に対して、耐えたのですけ

ど、あれだけしっかりやったのに、構造物の周りの災害を防ぎきれない。全体としてはよ

かったのだけど、十分防ぎきれない。したがって全部構造物に災害防除を期待することは

大変なことです。だからこれくらいなら壊れても、堤防まで壊れないように考えればいい

とか、いろいろな考え方が今次の災害で出てくると思うのです。 

 何でも大きな洪水外力に全部応えなければならないものがあるとすれば、それは堤防だ

ろうと思います。堤防については、今後丁寧に検討していかなければだめじゃないかなと

僕は思っています。それがこの中に書いてあると思っていますので、それで、今、池内委

員のご意見も、当然この中に入ると考えています。 

 

【渡邊河川計画課長】そうですね。今回ご意見をいただいた点については、公表はまず一

旦させていただくことになるかもしれません。次回追記をして対応したいと思います。 

 

【澁谷京浜河川事務所長】分析は十分ではないですけれども、幾つかの視点でこれまで整

備したものが、どういう効果があったのかというのは整理もしたりしていますので、もう

少し充実させる必要はあると思いますけど、そういったものは、例えば次回の会議のとき

にお示しさせていただきたいと思います。 

 

【福岡座長】そうですね。委員会としては、そういうことは議論に乗せるという方向で。

やってくださいということにしましょう。 

 

【渡邊河川計画課長】はい、ありがとうございます。 

 

【福岡座長】よろしいでしょうか。それでは、事務局にお返しします。 

 

【高畑河川調査官】福岡座長、議事進行をありがとうございました。また委員の皆様にお

かれましては、長時間にわたりまして、ご議論いただきまして、ありがとうございました。

これを持ちまして、第１回多摩川河川整備計画有識者委員会を終了とさせていただきます。

ありがとうございました。 
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（了） 


